
連結の範囲等に関する事項 
１．連結の範囲に関する事項 

連結子法人等は㈱ミナト建材、湊興産㈱、茂森興産㈱の３社であります。なお、
非連結子法人等はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 
持分法適用の関連会社はありません。なお、前連結会計年度まで持分法を適用し
ていた関連会社の㈱トリアスにつきましては、同社に対する財務的な支援がなく
なり影響力が弱まったことから、当期首において当社グループの関連会社から外
れることとなったため、持分法の適用範囲から除外しております。また、持分法
非適用の関連会社であるピー・エス・ジャパン㈱は、当連結会計年度におきまし
て会社を清算いたしました。 

３．連結子法人等の事業年度等に関する事項 
すべての連結子法人等の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。 

 
重要な会計方針等 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 
時価のあるもの……………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの……………………移動平均法による原価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 
デリバティブ…………………………時価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
商品・製品・半製品及び原材料……総平均法による原価法 
販売用不動産及び未成工事支出金…個別法による原価法 
貯蔵品…………………………………最終仕入原価法 

４．重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 
 建物及び構築物…………………10～38 年 
 機械装置及び運搬具……………６～12 年 
 工具器具備品……………………３～10 年 

②無形固定資産及び長期前払費用 
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

５．重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。 



②退職給付引当金 
従業員及び業務執行役員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計
算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理することとしております。 

③役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上する
こととしております。なお、当連結会計年度末におきましては、全役員の辞退
により要支給額はありません。 

６．重要なリース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。 

７．重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて
振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特
例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ａ．ヘッジ手段……………………為替予約 

ヘッジ対象……………………外貨建借入金 
ｂ．ヘッジ手段……………………金利スワップ 

ヘッジ対象……………………変動金利借入金 
③ヘッジ方針 
取引権限及び取引限度額等を定めた内規に基づき、資金担当部門が取締役会の
承認のもと、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 
主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累
計を比較する方法によっておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効
性が明らかに認められる場合については有効性の判定を省略しております。な
お、振当処理によっている為替予約及び特例処理によっている金利スワップに
ついては有効性の判定を省略しております。 

８．消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

９．連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しており
ます。 

10．連結調整勘定の償却に関する事項 
該当事項はありません。 



会計処理方法の変更 
（固定資産の減損に係る会計基準） 
当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成 15
年 10 月 31 日）を適用しております。これにより税金等調整前当期純損失は 28,124
千円増加しております。 

 
 
表示方法の変更 
（連結貸借対照表関係） 
前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期未収入金」は、金額的重要性が
減少したため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することといたしまし
た。なお、当連結会計年度における「長期未収入金」の金額は、190,288 千円であ
ります。 

 


